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１．業務名 

 

芸西村ふるさと納税等支援業務委託 

 

２．業務の目的 

 

本村に対して行われたふるさと納税に係る寄附者情報の管理、寄附に係る問合せ対応、

返礼品の発送に関する業務等を民間事業者へ委託することにより、事務の効率化を図ると

ともに、持続的かつ着実な寄附金の増加、ふるさと納税を活用した本村の魅力発信及び地

元特産品・地元事業者のＰＲ、新たな地場産品の発掘や販路拡大、観光資源の発掘や PR に

よる誘客促進等を図り、地域の経済活性化に寄与することを目的とする。 

 

３．契約期間（履行期間） 

 

令和７年４月１日から令和 8 年３月 31 日まで 

良好な管理運営が実施され、次年度以降も受託者による事業継続が妥当であると認め

られた場合は、会計年度ごと（単年度契約）に最長３年間（令和１０年 3 月 31 日まで）契約

を更新できるものとする。 

＊ 選定結果通知日の翌日から令和７年３月 31 日までは準備期間とし、その間の支払い

は発生しない。 

＊ 令和７年第１回芸西村議会定例会における、本事業委託に係る予算が議決されない場

合は、契約は行わないものとする。 

 

 

４．基本条件 

 

（１）  令和 6 年度のポータルサイト等の運営は下記のとおりである。 

①ふるさと納税ポータルサイト 

「ふるさとチョイス※パートナーサイト含む」「KABU&ふるさと納税」「V ふるさと納税」「V ふる

さと納税」 

「楽天ふるさと納税」 

「セゾンのふるさと納税」 

「ふるなび」 

「さとふる」「Yahoo ふるさと納税」 

「ふるラボ」 

「au PAY ふるさと納税」 



芸西村ふるさと納税等支援業務委託 プロポーザル企画提案仕様書 

3 

 

「ふるさと本舗」 

「ふるさとプレミアム」 

「ANA ふるさと納税」 

「ふるさと納税ニッポン！」 

「JAL ふるさと納税」 

「ふるさとパレット」 

「ふるさと納税百選」 

「ふるさと納税自販機」 

「ふるさとマーケット」 

「まん福」 

「マイナビふるさと納税」 

「JRE MALL ふるさと納税」 

「G-Call」 

「まいふる」 

「Amazon ふるさと納税」（FBA 運用含む） 

※契約期間中にサイトの追加・変更がある場合も同様に対応すること。また、上記サイトを一元

管理するシステムの導入は自由とする。 

※本村では、「ふるなびカタログ」および「さとふる あとから選べる返礼品」「さとふる GDO」

「楽天 GORA」を導入しており、運用すること。 

② ポータルサイトを経由しない寄附申込み（窓口申込・郵送・FAX・電子メール等）を受付する

ため，返礼品カタログを制作した場合，制作の都度，本村にカタログ等をデータにて納品す

ること。  

 ③ 寄附をしようとする者から寄附申込書等の送付依頼があった場合，速やかに指定された

送付先へ寄附申込書，カタログ，郵便払込取扱票等，申込みに必要となる書類を送付するこ

と。（参考：令和５年度対象件数約 100 件）  

④ ポータルサイトを経由しない寄附申込みがあった場合，内容を確認のうえ受付すること。ま

た，申込内容に不備等がある場合は，寄附者へ確認し補完すること。 

①から④での寄附受付を前提とした業務遂行が可能であること。 

 

（２）  本村が本業務の実施にあたり利用する寄附金管理システム（以下「管理システム」とい

う。）は、株式会社シフトプラスが提供する「レジホーム」とし、本村が利用するポータルサイト

から受け付けた寄附について，寄附者，決済に 関する情報をＡＰＩ自動連携等により，集約し

一元的に管理すること。また、ポータルサイトを経由しない寄附申込みがあった場合，速やか

にその情報を管理システムへ入力すること。さらに、総務省へ申請する返礼品の申請管理シ

ステム（LedgApply）も導入すること。 

なお、同システムが使用できない場合は、同等以上の機能を持つ管理システムを提案し、
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受託者の責任において本村の利用環境の構築を行うとともに、その構築費用については委

託料に含むこと。 

 

（３）  本村は、ふるさと納税制度を活用し、寄附金額のさらなる拡大及び全国への地域の魅力

発信に取り組んでいる。（地域プロモーション含む）よって、トレンドに基づく返礼品の開発や

魅せ方の工夫、ポータルサイトや広告の活用、地域振興プロモーションなどを積極的に提案

するとともに、自ら取り組むことができる事業者であること。 

 

５．業務内容・業務範囲 

 

本業務の内容及び範囲は、次の（１）～（９）までとするが、これらの事項に限定するもので

はなく、あくまで目安とする。各業務の具体的な内容や仕様書に定めのない事項については、

委託者や関係機関等と協議のうえ決定すること。 

（１）  ポータルサイト等の運用及び管理に関する業務 

（２）  寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務 

（３）  返礼品の調達及び配送管理に関する業務 

（４）  必要書類の作成・発送に関する業務 

（５）  ワンストップ特例申請（オンライン申請を含む）の受付等に関する業務 

（６）  寄附者及び返礼品提供事業者からの問い合わせ対応に関する業務 

（７）  プロモーションに関する業務 

（８）  返礼品の新規開発・開拓及び既存返礼品の魅力向上に関する業務 

（９）  地域振興プロモーションに関する業務 

（10）  その他、必要な業務 

 

６．業務の詳細・提案を求める事項 

 

（１） ポータルサイト等の運用及び管理に関する業務 

①  ポータルサイトを経由した寄附の受付対応 

・ 本村が契約するポータルサイトを経由した寄附の申込み情報を管理し、対応すること。 

・ ただし、「さとふる」からの寄附者情報データの取り込みは、本村が行うものとする。 

なお、受託者による対応が可能な場合はその限りではない。 

・ 本村と受託者が協議の上、新たなサイトを追加またはサイトの変更をする場合は、業務の

対象となる。 

②  ポータルサイト等にある本村のページの修正・更新・保守管理 

・ ポータルサイトに掲載する本村及び本村の返礼品に係る情報の修正・更新・保守管理（ふる

さと納税型クラウドファンディング、返礼品の更新、返礼品の在庫管理等を含む）を行うこ
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と。 

・ ただし、「さとふる」の情報更新は本村が行うものとし、一括更新用 CSV ファイル・画像を 

納品するなど本村の作業の負担軽減に努め、遅滞なく情報共有を行うこと。なお、受託者

による対応が可能な場合はその限りではない。 

・ 災害等が発生した場合において、災害支援の寄附金を円滑に受け入れることができるよ

う、迅速かつ臨機応変に対応すること。 

・ ポータルサイトへ掲載する返礼品に対する必要寄附金額の新規登録及び変更設定に当た

っては、本村に連絡し、国が定めるふるさと納税制度要件に適合する範囲で行うこと。 

③  寄附拡大につながる改善や助言、画像の撮影・提供 

・ 返礼品の掲載に際しては、必要な写真撮影、写真加工（文字入れ等）、返礼品の紹介文の作

成等について、寄附者に対し効果的にＰＲできるよう内容を充実させること。 

・ 本村の寄附拡大のため、課題の把握に努め必要な改善や助言を行うこと。 

 

（２） 寄附受付及び寄附情報の管理・運用に関する業務 

①  寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼品の発注・集荷・配送管理、書類発送管

理等に関する管理システムによる一元的管理 

・ 本村のふるさと納税の寄附情報等について、管理システムにより一元的に管理すること。 

・ ポータルサイトから寄附申込情報を取り込むことができる管理システムを提供すること。 

・ 管理システムは、ポータルサイトとの API 自動連携が可能であること。ただし、API 自動

連携が困難な場合、代替の手段により業務の実施に支障が生じないようにすること。 

・ 寄附者がポータルサイトを経由せずに本村に寄附を行った場合において、本村からの寄附

情報の提供を受け、申込状況、納付状況及び返礼品の申込みに関する各種情報を正確に

管理すること。 

・ 管理システムは、本村の利用が可能であること。 

・ 寄附金額及び寄附件数等、本村が定める項目について毎月報告を行うとともに、本村で統

計資料作成ができるよう、CSV 形式等によるデータ出力が可能であること。 

②  寄附者情報等における前受託者からの引継ぎ 

・ 令和７年３月 31 日までの寄附者情報等について、前受託者から引き継ぎ、本村のふるさ

と納税に支障をきたすことなく、継続して利用できる環境を提供すること。 

③  寄附金及び決済情報、入金状況等の管理 

・ ポータルサイトで申し込まれた寄附金及び決済された情報等を、管理システムに取り込む

とともに入金状況等を管理すること。 

・ 寄附申込完了又は決済完了メールが送信されないポータルサイトについては、寄附申込完

了又は決済完了メールを寄附者に送信すること。 

④  返礼品提供事業者向け返礼品登録システムの管理・運用に関する業務 

・ 本村の返礼品登録等については、返礼品登録事業者や向け返礼品登録システム（以下「登
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録システム」という。）により一元的に管理すること。また、登録する返礼品の検索順位を

可視化できるようにすること。ただし、登録システムの導入が困難な場合、代替の手段に

より業務の実施に支障が生じないようにするとともに、その方法を提案すること。 

・ 登録システムは、本村の利用が可能であること。 

・ 登録システムは、本村の要望により改修が可能であること。 

 

（３） 返礼品の調達及び配送管理に関する業務 

①  返礼品の発注、配送及び配送状況の管理 

・ 本村が指定した価格で返礼品提供事業者と返礼品に関する調整を行い、返礼品の発注及

び配送、その管理を行うこと。ただし、既に登録している返礼品については、現在の価格

での発注及び管理を行うこと。なお、これらの実施に必要となる返礼品提供事業者との契

約等については受託者の責任において対応し、本村は返礼品等の調達・送付に係る業務

において生じた返礼品等の契約不適合責任を負わない。 

・ 時期限定品、定期発送品も含め、返礼品の発注及び配送の管理を行うこと。 

・ 返礼品提供事業者と緊密に連携を図るとともに、返礼品の配送が円滑に行われるよう、在

庫管理を行うこと。また、各ポータルサイトにおける在庫の確認を適宜行い、寄附機会の

損失を防ぐため、各ポータルサイト間での適切な在庫配分を行うこと。 

・ 返礼品提供事業者への返礼品代金及び配送料等、返礼品の調達に係る費用の支払を代行

すること。なお、送料については、配送業者との価格交渉など、なるべく安価となるように

努めること。 

・ 上記の返礼品の調達及び配送のために支払った費用については、月次集計の上、支払い

の詳細が分かる資料と併せて本村に提出すること。 

・ 返礼品提供事業者への返礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、迅速に行うこと。 

②  配送遅延又は返礼品の損壊等、配送に係るトラブル対応 

・ 受託者は、配送に係るトラブルや返礼品に対する苦情等が生じた場合は、返礼品提供事業  

者と連携し、速やかに寄附者への対応を行うこと。なお、重大な案件については、本村に

直ちに報告すること。 

・ 返礼品の品質管理につき、必要に応じて返礼品提供事業者への指導監督を行うなど、品

質向上に向けた措置を講じること。 

・ 返礼品の配送に関する連絡を独自に設け寄附者にお知らせするとともに対応をすること。 

 

（４） 必要書類の作成・発送に関する業務 

  寄附受領証明書・ワンストップ特例申請書・返信用封筒の作成・発送 

・ 寄附金の入金確認が完了した場合、寄附者に対してお礼状及び寄附受領証明書を作成・封

入し、発送すること。また、ワンストップ特例申請書発送希望者には、ワンストップ特例申

請書及び返信用封筒を同封すること。なお、送付物の内容については、本村と協議のうえ
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決定することとし、公印の印影は本村が指定するものを使用すること。 

・ 必要に応じて再発行や再発送を行うこと。 

 

（５） ワンストップ特例申請（オンライン申請を含む）の受付等に関する業務 

①  特例申請の受付及び審査・不備是正 

・ 特例申請書（オンラインワンストップを含む）の受付業務を行うこと。また申請書類を提出

した寄附者に対しては、受付・受理したことを申請者に連絡すること。 

・ 受付した申請書類（変更申請及びオンラインワンストップを含む）の審査を行うこと。また

申請内容等に不備があった場合には、本村または申請者に連絡し、適切に対応すること。 

②  eLTAX システム用寄附者データの作成 

・ 本村が eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用し電子上で寄附金税額控除に係る申告

特例通知書等を送付するための CSV データを作成し、本村が指定する期日までに提出

すること。 

 

（６） 寄附者及び返礼品提供事業者からの問い合わせ対応に関する業務 

①  本村ふるさと納税全般にかかる寄附者及び返礼品提供事業からの問い合わせ対応 

・ 寄附者等からの問合せ対応用の電話番号等を本村の利用する各ポータルサイトに問合せ

先として掲載し、寄附者からの問合せ等に適切に対応すること。 

・ 寄附者からの問合せ及び苦情等に対しては、迅速かつ適切に対応し、必要に応じて本村に

報告すること。また、ポータルサイトに寄せられたレビューについても迅速に応答すること。 

・ 返礼品出荷前において、申込内容の不備を認めた場合は、寄附者に連絡し対応すること。

データ修正･返礼品の出荷変更等の対応についても行うこと。 

・ 返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認められる場合は、

返礼品提供事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、苦情の解消に向けた調整

を行うとともに、適宜、本村に報告を行うこと。 

・ 新たな返礼品の登録を希望する事業者からの問い合わせに対し、国の定める地場産品基

準を参考に適切に対応すること。また、返礼品提供事業者からの問い合わせについては、

必要に応じて本村に確認等を行い、適正に対応すること。 

・ 対応において問題が生じた場合は，速やかに本村に報告するとともに，適切な対策を講

じること。  

 

（７） プロモーションに関する業務 

①  ポータルサイトや広告媒体等を活用した本村の魅力発信・寄附者獲得に向けた効果的な 

PR 

・ 現在 HP「げいせいつうしん」を立ち上げ、本村の魅力を広く発信している。認知度を向上

のために、同等のツールによる受託者独自の取組を提案し、寄附の使い道や返礼品等の
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効果的な PR に努め、より多くの寄附者に訴求すること。 

・ 使用する画像，紹介文などは著作権，肖像権，及びその他の権利に抵触しないこと。 

・ 実施した PR 業務の具体的内容及び効果の分析結果等については、業務報告書に取りま

とめ、本村に報告すること。 

②  寄附者の分析や市場の流行等に基づく効果的なプロモーション 

・ 寄附者の分析結果や人気の返礼品、市場の流行を加味したうえで、受託者が有する独自の

ノウハウやアイデアを駆使した効果的なプロモーションを提案し、本村と協議の上、実施す

ること。 

 

（８） 返礼品の新規開発・開拓及び既存返礼品の魅力向上に関する業務 

①  返礼品の新たな開発及び開拓 

・ 随時、新たな返礼品の開発・開拓を行い、企画及び選定、写真撮影・ページ作成について本

村に提案すること。 

・ 必要に応じて、事業者向けの説明会を開催すること。 

②  既存返礼品の魅力向上及び地場産品の有効かつ効果的な販路拡大への取組 

・ 返礼品提供事業者と調整の上、ポータルサイトに掲載する写真や商品名及び商品説明等を

工夫し、より一層返礼品の魅力アップに努めること。また、必要に応じて寄附金額の見直

しを行うこと。 

③  新たな返礼品の提供を希望する事業者等への相談・申出対応及び返礼品登録事務手続き

の支援 

・ 返礼品の提供を希望する事業者等からの相談等に応じることが可能な体制を構築し、返

礼品の商品選定、価格設定、効果的な出品方法・配送方法・サイト掲載方法等に関する助

言や返礼品登録事務手続きの支援を行うこと。 

・ 事業者の登録、返礼品の変更については、本村の承認を経て決定すること。 

 

（９） 地域振興プロモーションに関する業務 

①   村づくりの戦略的活動の企画立案に関するコンサルティング 

  ・ 芸西村全体を俯瞰し、統計データなどを活用して現状を把握し、そのうえで、村の強みと課

題を明らかにし、今後の村づくりに向けた企画を提案すること。 

②  村の行事・歴史・施設・出来事等を村内外に向けた具体的な PR  

・ ウェブサイトや SNS、メルマガを活用し、行事や歴史、施設、出来事の最新情報を定期的に

発信。写真や動画、インタビュー記事などで魅力を視覚的に伝える効果的な PR に努め、

より多くの寄附者に訴求すること。また、PR を簡単にするテンプレート等の作成を行うこ

と。 

・ 実施した PR 業務の具体的内容及び効果の分析結果等については、業務報告書に取りま

とめ、本村に報告すること。 
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③  芸西商工会等と連携した村内事業者を PR する効果的・具体的なプロモーション 

・ 地元イベント等、村内事業者の商品やサービスを紹介するツールを設け、商工会等と共に

共同プロモーションを展開。地域住民や観光客に向けて、市場の流行を加味したうえで、

受託者が有する独自のノウハウやアイデアを駆使した効果的なプロモーションを提案し、

本村と協議の上、実施すること。 

④  村に交流人口が増えるための具体的な施策の提案 

・ 地域特有の文化や自然を活かした観光イベント（祭り、体験型ツアー、農業体験など）を企

画提案すること。特に季節ごとのイベントを企画し、年間を通じて集客するできる施策を

提案し、本村と協議の上、実施すること。 

 

（10） その他、必要な業務 

①  打合せ、報告書の作成など、その他、当該委託業務に必要な業務 

・ 相互調整のため定期的なミーティングを行うこと。ミーティングでは、直近の寄附の動向

等に係る分析結果を示したうえで、今後の戦略や業務効率化・業務軽減につながる方策

があれば提案すること。 

・ 本業務について、総務省・高知県等関係機関に対して提出する書類がある場合、関係機関

からの照会に回答する必要がある場合には、村の指示に従い、書類の作成等を行うこと。 

・ ふるさと納税制度に改正等が生じた場合は、ポータルサイトの掲載内容の変更や返礼品提

供事業者等の対応など迅速かつ柔軟な対応を行うこと。 

・ 委託期間終了後等、本村の指示により、本業務を他事業者に引き継ぐ場合には、次期契約

期間の開始に間に合うよう、事務の引き継ぎを完了させること。 

・ 毎月末日における業務履行状況について業務報告書を作成し、本村に提出すること。業務

報告書には、寄附受領金額、返礼品の調達・配送に係る経費、その他本村が指定する事項

を記載すること。 

・ 委託契約書に企画提案書を添付し、企画提案した内容について履行を担保したうえで実

施すること。ただし委託者と協議したうえで実施しないと判断した場合はこの限りではな

い。 

・ 上記以外の本業務に関することで事業活性化につながることは相互に提案し、協議の上

必要に応じて実施すること。 

 

７．その他留意事項 

 

（１） 個人情報の保護及び情報セキュリティの確保 

①  受託者は、本業務を処理するにあたって個人情報を取り扱う際は、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守すること。 

②  本業務の履行に当たり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュリティの重要性



芸西村ふるさと納税等支援業務委託 プロポーザル企画提案仕様書 

10 

 

を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他の事故等から保護するため、適切な管理

を行うこと。 

③ 個人情報の取り扱い、安全管理基準について、プライバシーマーク又は ISMS 認証を取得

（業務に必要な範囲の取得を行っていること。）し、定期的に更新を行っていること。または、

今後取得の見込み、もしくはそれらと同等のセキュリティ規格を有すること。 

 

（２） 寄附情報等の管理 

受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により 5 年間保存すること。 

 

（３） 著作権等の取扱い 

①  受託者が本業務により新たに製作した制作物の著作権は、受託者が従前から著作権を有

していた著作物を除き、本村に帰属するものとする。また、本村は当該制作物を自由に二次

利用できるものとし、製作者は本村に対して著作者人格権を行使しないものとする。 

②  受託者は、成果物について、第三者の商標権、肖像権、著作権その他の法的権利を侵害す

るものではないことを保証することとする。なお、第三者の権利を侵害していた場合に生じ

る問題の責任は、全て受託者が負うものとする。 

③  業務の遂行に当たり，第三者（本村及び受託者以外の者）が所有する素材を用いる場合

には，著作権処理を行うこと。  

 

（４） 再委託の禁止 

原則として、再委託を認めない。ただし、合理的な理由があり事前に文書による本村の承

諾を得た場合はこの限りではない。参加申し込み時点で再委託をすることが明らかな場合、

再委託先と業務内容を企画提案書に明記すること。 

 

（５） 報告及び検査 

①  受託者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、毎月本村に提出し、検査

を受けるものとする。 

②  本村は、上記のほか必要があると認めるときは、受託者に対して委託業務の履行状況、そ

の他必要事項について報告を求め、検査することができる。 

 

（６） 委託料等の支払い 

受託者に支払う経費は次のとおりとする。 

① ポータルサイト等の運用及び管理に要する費用 

② 寄附管理システムの提供及び寄附者情報の管理に要する費用 

③ 寄附者及び返礼品提供事業者からの問い合わせ対応に要する費用 

④ 返礼品の新規開発・開拓及び既存返礼品の魅力向上に要する費用 
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⑤  受領証明書及びワンストップ特例申請書（用紙）の発送に要する費用 

⑥  ワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する費用 

⑦  返礼品の調達及び配送に要する費用（さとふる、Amazon ふるさと納税 FBA 以外） 

⑧  プロモーションに要する費用 

⑨  その他ふるさと納税に要する費用 

⑩  地域振興プロモーションに要する費用 

 

（７） 秘密の保持 

受託者は業務上知り得た情報を発注者の承諾なしに、第三者に漏らさないこと。契約の終

了後及び解除後も同様とする。 

 

（８） その他 

①  本業務の履行にあたり、本村は受託者が必要とする資料の提供について便宜を図るもの

とする。 

②  本村または本村の関係者から提供を受けた資料等は、本業務にのみ使用するものとする。

ただし、第三者に提供する場合であらかじめ本村の承諾を得たものについてはこの限りで

はない。 

③  本業務を履行するにあたっては、本村の条例、規則及び関係法令を遵守すること。 

④  この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に従い円満

解決するよう本村と受託者が協議のうえ処理するものとする。 
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個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受託者及びその従事者（以下「受託者等」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識

し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２条 受託者等は、契約の履行に関して知りえた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用をしてはならない。契約期間が満了し、契約が解除され、若しくは契約が終了

（以下「満了等」という。）し、又は廃業、退職した後においても同様とする。 

 

（従事者への周知） 

第３条 受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても契約の履行に関して知り得た

個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情

報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

 

（適正な管理） 

第４条 受託者は、契約の履行に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他

の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（収集の制限） 

第５条 受託者等は、契約の履行のために個人情報を収集するときは、当該契約の履行に必要

な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

（目的外利用・提供の禁止） 

第６条 受託者等は、本村の指示又は承諾が有る場合を除き、契約の履行に関して知り得た個

人情報を当該契約の履行のため以外に利用し、又は第三者に引き渡してはならない。 

 

（複写等の禁止） 

第７条 受託者等は、本村の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行のために本村から貸

与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

（下請負又は再委任業者への情報提供の禁止） 

第８条 受託者は、個人情報を自ら取り扱うものとし、契約の履行の下請負又は再委任する者
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に取り扱わせてはならない。ただし、本村が事前に承認した場合はこの限りではない。 

 

（資料の返還等） 

第９条 受託者は、契約履行のために本村から貸与され、又は受託者等が収集し、若しくは作成

した個人情報が記載された資料等を契約が満了等した後、遅滞なく本村に返還し、又は引き

渡すものとする。 

ただし、本村が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

 

（立入調査） 

第 10 条 本村は、受託者がこの契約による事務の執行にあたり取り扱っている個人情報の状

況について、随時調査することができる。 

 

（事故発生時における報告） 

第 11 条 受託者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれが

あることを知った場合は、直ちに本村に報告し、本村の指示に従うものとする。契約が満了

等した後においても同様とする。 

 

（契約解除および損害賠償） 

第 12 条 本村は、受託者が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、契

約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする 


